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1月24日、道高教組・道教組は退職手当見直しに関する教育長交渉を行い、国追随の「

退職手当削減」の全面撤回はもちろん、高年齢層の賃金水準改善や再任用職員の手当・任

用改善、17年間にも及ぶ道独自削減による損失補填、超勤解消など、課題解決が遅々と

して進まない状況を厳しく指摘し、諸要求実現を迫った。  

 

本日の交渉で柴田教育長は、国家公務員の支給水準引下げと同様、「調整率」を現行

の 87/100 から 83.7/100 とする回答を示した。35 年間、高校に勤めた教員（教育職２

級）では、81.3 万円の削減に相当し、2006 年給与構造改革や 2015 年給与の総合的見

直しによる月例給引下げ、2013 年の大幅退職手当削減により、既に約 700 万円も引下

げられており、決して容認できるものではない。全道教職員の生活実態を顧みない極め

て不誠実な姿勢であり、断固抗議するものである。  

一方、他の都府県が、今年度退職者からの手当削減実施に踏み切るなか、実施時期は

2018 年 4 月 1 日からと、今年度実施を見送ったことは、全道教職員の声を集めた「怒

りのレッドカード」など、私たちのとりくみを踏まえた、任命権者としての最低限の姿

勢が示されたものと受け止める。  

私たちは引き続き、「号俸増設」「 55 歳昇給停止の廃止」「高年齢層や再任用者の賃

金・処遇改善」などを求め、全道で働く教職員が意欲を持って働くことができるよう、

任命権者としての責任を追及していく構えである。  

 

教職員の深刻な超勤改善を主として追求した定員教育予算交渉では、「アクションプ

ランを年度内に作成し、時間外勤務の一層の縮減に庁内一丸となって取り組む」との回

答を引き出した。過労死ラインを超える長時間過密労働を強いられている教職員が多く

いる中で、超勤解消は待ったなしの課題であり、そのとりくみが、業務改善や効率化な

どに矮小化されては、実効ある解消にはなり得ない。教職員の働き方改善は、「仕事を

減らす」「人を増やす」ことでしか根本的な解決はない。  

私たちは、「ゆきとどいた教育をすすめる教育全国署名」のとりくみを通し、子ども

たちや全ての道民と共同のもと、少人数学級の早期実現はもちろん、教育の無償化など

の諸要求実現と合わせ、今後とも全道教職員とその家族の切実な願いを結集し、教育の

営みそのものを守り抜くとりくみを強めるものである。  

                                        以  上  


